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障害児支援 動向
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障害児支援 強化～児童福祉法改正 ポイン ～

■障害児施設 一元化

障害種別 い 現行 障害児施設を 通所 支援を 障害児通所支援 児童発達支援

等 入所 支援を 障害児入所支援 障害児入所施設 一元化

■障害児通所支援 実施主体を市町村へ移行

通所サ ビス 実施主体 身近 市町村 変更 こ 障害者総合福祉法 居宅サ ビス 通所

サ ビス 一体的 提供 可能

■放課後等 イサ ビス 保育所等訪問支援 創設

学齢児を対象 サ ビスを創設 放課後支援を充実 ま 障害 あっ も保育所等 利用

う訪問サ ビスを創設

■在園期間 延長措置 見直

８歳以上 障害児施設入所者 対 障害者総合支援法 基 く障害福祉サ ビスを提供 齢

応 適 支援を提供 現 入所 い 者 退所させ い う

○ 障害 あ 児童 身近 地域 適 支援 受け う も 併せ
齢や障害特性 応 専門的 支援 提供さ う質 確保を図
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成24 度 児童福祉法改正 障害児施設 事業 一元化

児童 イサ ビス

重症心身障害児 者 通園事業 補助事業

障害児通所支援

児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等 イサ ビス

保育所等訪問支援

障害児入所支援

福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設

通
所
サ
ー
ビ
ス

入
所
サ
ー
ビ
ス

知的障害児通園施設

難聴幼児通園施設

肢体不自由児通園施設 医

知的障害児施設
第一種自閉症児施設 医
第 種自閉症児施設

盲児施設
うあ児施設

肢体不自由児施設 医
肢体不自由児療護施設

重症心身障害児施設 医

＜＜障害者自立支援法＞＞

＜＜児童福祉法＞＞

医 あ 医療 提供を
行 い

＜＜児童福祉法＞＞

○ 障害児支援 強化を図 た 従来 障害種別 分 いた施設体系に い 通所 入所 利用
形態 別に 一元化

市 村 市 村

都道府県

都道府県
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障害児支援の制度



あ 法 に規定さ い 項 同

市 村 必要 認 場合 省 定 場合に 指定を受けた特定相談支援 業者 作成
サ ビス等利用計 案 提出を求 こ を勘案 支給決定を行う

記 計 案に え 指定特定相談支援 業者 外 者 作成 計 案 セ フプ ン を提出可
サ ビス等利用計 作成対象者を拡大

法 支給決定時 サ ビス等利用計 作成 及び支給決定 サ ビス等利用計 見直 モニタ ング
に い 計 相談支援給付費を支給

法 障害児に い 新たに児童福祉法に基 市 村 指定 指定障害児相談支援 業者 通所
サ ビス 利用に係 障害児支援利用計 障害者 サ ビス等利用計 に相当 を作成

障害児 居宅介護等 居宅サ ビスに い 障害者総合支援法に基 指定特定相談支援 業者 サ ビス
等利用計 を作成 障害児に係 計 同一 業者 一体的 通所 居宅 に作成

支給決定プロセス 見直 等

受
付

申
請

障
害
程
度
区
分
の
認
定

計
画
案
の
作
成

サ

ビ
ス
等
利
用

支
給
決
定

サ

ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
時
の

支給決定時から
アマネジ ン

トを実施

サ

ビ
ス
利
用

一定期間ごとの
ニタリン

サ

ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
後
の

法

法

法

法

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議
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○通所サ ビス 利用 係る相談等 児童相談所 ○障害児相談支援 個 給付
障害児支援利用援助

障害児支援利用援助

障害児相談支援事業者 児
※事業者指定 市 村長が行う

創 設

※ 障害児 入所サ ビス ついて 児童相談所が専門的
断を行うため 障害児支援利用計 作成対象外

障害児 相談支援体系

通
所
サ
ー
ビ
ス

○計 相談支援 個 給付
サ ビ 利用支援

サ ビ 利用支援

○基本相談支援 障害者 障害児等 相談

指 特 相談支援事業者 計 作成担当
※事業者指 市 長 行う

見直 後見直 前

○障害者 障害児等 相談 交付税

市 指 相談支援事業者 委 可

○障害者 障害児等 相談 交付税

支給決定 参考

対象を拡大

○指 相談支援 個 給付
サ ビ 利用計 作成
モニタ ン

○障害者 障害児等 相談

指 相談支援事業者
※事業者指 都 府 知事 行う

市

村
に
よ
る
相
談
支
援
事
業

居
宅
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計

等

児 あ
児童福

祉法 基
く

市 指 特 計 作成担当 一般相談
支援事業者 地域移行 着担当 委 可
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○ 自立支援 協議会 地域 関 者 集ま 地域 け 課題を共 そ 課
題を踏まえ 地域 サ ビス基盤 整備を進 いく重要 役割を担 い 自
立支援 協議会 法律上 位置付け 不明確

○ 障害者自立支援法等 一部改正 成２４ ４ 自立支援協議会 い
設置 進や運営 活性化を図 た 法定化

※ 改正 都道府県及び市 村 障害福祉計 を定 又 変更 うと 場合 あ 自立支援協議会 意見を
聴く う努 け いとさ い

○ 障害者総合支援法 施行 25 ４ 自立支援協議会 名称 い 地域
実情 応 定 う弾力化 とと 当事者家族 参 を明確化

自立支援 協議会 法 化

保健 医療

当事者サ ビ 事業者

子育 支援

相談支援事業者

自立支援 協議会

企業 就労支援

高齢者介護

行 機関

障害者相談員

民生 児童委員

学校

宅建業者

自立支援 協議会 構成 関 者
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保健セン

気 段階 就
労

・
地
域
に
お
け
る
自
立

保育所

幼稚園 課後児童

学校

課後等 イサ ビ

児童発 支援

障害児入所支援

障害児 イフ 応 支援

中学校 高校

在宅サ ビ ョ イ

連携 支援

個 支援計 作成 支援会議 開催 一 支援

個別 支援計 作成 関係者 連携 支援 行う

特 障害 発見時 入学 進学 卒業時等 節目 い 支援

新保育所保育指針ナ21バフバ2ペニ

エ 保育指 要録 学校 付

保育所等訪問支援



学校 障害児通所支援 提供 事業所や障害児入所施設 居宅サ ビ 提供 事業所 障害児
通所支援事業所等 いう 緊密 連携 図 学校等 作成 個 教育支援計 及び個
指 計 個 教育支援計 等 いう 障害児相談支援事業所 作成 障害児支援利用計 及
び障害児通所支援事業所等 作成 個 支援計 障害児支援利用計 等 いう 個人情報
留意 連携 いく 望 い

児童福祉法等 改正 教育 福祉 連携 一層 推進 い 概要

◆ 趣

9

成 日付厚生労働省社会 援護局障害保健福祉部障害福祉課 文部科学省初等中等教育局特 支援教育課連 通知

◆ 留意事項

相談支援
障害児支援利用計 等 作成 担当 相談支援事業所 個 教育支援計 等 作成 担当 学校

等 密接 連絡調整 行い 就学前 福祉サ ビ 利用 就学へ 移行 学齢期 利用 福祉サ ビ
連携 学校卒業 当 地域生活 向 福祉サ ビ 利用へ 移行 滑 進 う 保護

者 了解 得 特段 配慮 願い

障害児支援 強化
保育所等訪問支援 創設

サ ビ 効果的 行わ 保育所等訪問支援 訪問先施設 理解 協力 可欠 あ
当 障害児 状況 把握や支援方法等 い 訪問先施設 保育所等訪問支援事業所 保護者

間 情報共 十 調整 必要 対応 う配慮 願い
個 支援計 作成

障害児通所支援事業所等 児童発 支援管理 任者 教員等 連携 障害児通所支援等 個
支援計 学校 個 教育支援計 等 連携 保護者 了解 得 確保 相乗的 効

果 得 う 必要 配慮 願い



文部科学省 就学指 資料 い ，学校教育法施行 改正等 伴
う就学手 大幅 見直 行わ 踏 え，就学手 等 携わ 方々 趣 及
び 容 い 十 理解 ， 滑 障害 あ 児童生 等へ 教育支援

う改 ，新 教育支援資料 序文

文部科学省 教育支援資料 成25 10

→ 福祉 障害児支援 連携 い 加筆

例 第 編 教育相談 就学先決 モ

第 章 就学先 検討 子供 関 情報 収

教育及び支援機関等 情報収 ( 抜粋)
子供 通園 通学 認 園 幼稚園 保育所 学校 児童発 支援 ンタ 等

就学前支援機関 課後等 イサ ビ 等 課後支援機関等 保育 教育 容や方
法，特 支援 容や方法等 い 情報収

機関 ，既 個 教育支援計 や，障害児相談支援事業所 作成 い 障
害児支援利用計 や障害児通所支援事業所等 作成 い 個 支援計 等 作成

い 場合 ， 活用方法 い 機関 協議
行動場面 観察( 抜粋)

行動場面 観察 方法 ，巡回教育相談や検査時 併せ 行う方法や，子供
通園 通学 認 園 幼稚園 保育所 学校 児童発 支援 ンタ 等 就学前

支援機関 課後等 イサ ビ 等 課後支援機関等 観察担当者 出向く方法
積極的 検討 望
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第 章 教育的ニ 等 検討

専門家 意見聴取
就学先 検討 当 ，教育学，医学，心理学等 専門家 意見 聴取 必

要 あ 教育支援委員会 仮称 等 専門家 参加 総合的 断
検討 行う 考え 教育支援委員会 仮称 等 い ， 期

一 支援 観点 ，認 園 幼稚園 保育所，児童発 支援 ンタ 等 障
害児通所支援施設や 課後等 イサ ビ ，児童相談所 職員等 参 得 効

考え

第 章 学び 場 柔軟 見直 等 的 教育相談 実施

個 教育支援計 期的 見直 通 的 教育相談
中学校及び市 教育委員会 加え，特 支援学校及び都 府 教育委員会 い
， 的 教育相談 行う 体制 必要 留意 必要 あ ，各学校

校 委員会等 体制整備や，教育委員会 専門家チ ム 派遣や 期的
巡回教育相談等 通 ，各学校へ 支援 必要 あ

，障害 あ 子供 い ，学校 加え， 課後等 イサ ビ 等 課後支援機
関 過 時間 長い場合 あ ，学校や教育委員会関 者 ，ふ 課
後等 イサ ビ 事業者等 連携 図 ， 的 教育相談 行う 用 あ
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事務連絡
成2 5 1 0 1 8 日

各 障害児支援担当課 御中
厚生労働省社会 援護局障害保健福祉部障害福祉課

障害児 発 障害者支援室障害児支援

障害児 対 支援 教育機関 連携 い

素 障害保健福祉行 推進 格段 御高配 賜 厚く御礼 申
日付 各都 府 指 都市教育委員会委員長 都 府 知事等 文部科学省初等中等

教育局長通知 障害 あ 児童生 等 対 期 一 支援 い 通知
省 ム 教育支援資料～障害 あ 子供 就学手 期 一 支援

充実～ 公表 資料 主 障害児 就学手 等 い 載
福祉 連携 い 要性 触 い 部 多く 載

貴都 府 市 障害児支援担当課 容 い 了知い
教育部局 連携 障害児支援 施策 進 い う く 願いい

各都 府 貴管 市 障害児支援担当課 周知い う 配慮
願い

参考：教育支援資料掲載 文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm

添付資料( 略

→ 厚生労働省 都 府 等 周知 教育部局 連携 強化 要請

都 府
指 都市
児童相談所設置市
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特 支援学校 一般企業へ 就職 約 . ％ 障害福祉サ ビ 就労系 利用 約 . ％

障害福祉サ ビ 一般企業へ 就職 間 ％ Ｈ → ％ Ｈ
※就労移行支援 ％ Ｈ

11,945人/

特 支援学校
卒業生 , 人

5,387人/

障害福祉サービス 就労系

918人/

一般就労へ

移行 現状

就 職

地域

生活

企 業 等

ハ ワ
紹介就職件数

， 人

成 度

成 卒

就労移行支援 約 万人

就労 支援 型 約 万人

就労 支援 型 約 万人

成

規模作業所 約 万人 成

地域活動支援 ンタ

就 職

就労支援施策 対象 障害者数 地域 流

障害者総数約 万人中 歳～ 歳 在宅者 方 約 万人
訳：身 万人 知 万人 精 万人

就労系障害福祉サ ビ
一般就労へ 移行

, 人  H .

, 人  H .9 倍

, 人  H .6 倍

, 人  H .  倍

, 人  H .  倍

, 人  H 6.  倍
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今後の障害児支援の在 方 関 検討の進め方 ついて

主 検討事項 案
．児童発達支援センター 役割
地域支援機能 在 方等

．そ 他 障害児通所支援 在 方
．障害児入所支援 在 方

H26.1

障害者部会

検討会最終報告 容等 踏 え
成 度報酬改 障害児支援 関 検討

障害者総合支援法施行 後 制度見直 伴う障害児
支援 関 検討等 行う

障害児支援 在 方 関
検討会 立

H26.5
目処 中間報告

報 告

H26.7
目処 障害者部会最終報告 報 告
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※資料 い 覧 い
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000almx.html#shingi175271



障害児支援体制整備事業
(地域生活支援事業
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障害児支援体制整備事業 成 度予算

障害児や 家族 地域 安心 暮 う 児童発 支援 ンタ

地域 支援機能 充実 図 ほ 障害児及び 家族 気軽 利用 場
所 整備 交流や び 場 提供 行う 地域支援体制 整備 図

目 的

児童発 支援 ンタ 地域支援機能強化事業

児童発 支援 ンタ 地域 障害児や 家族へ 療育相談や他 障害児通所支援事
業所へ 支援方法 技術的指 行う専門職員 配置 地域支援 強化 取 組
※専門職員 障害児や 家族へ 相談 施設へ 助言 指 適 行う

児童指 員 保育士等 配置

障害児 居場所 く 事業

障害児通所支援事業等 利用 い い地域 生活 障害児及び 家族 気軽 利用
身近 敷居 い場所 整備 親 士 交流や子 び場 提供 行う 子

育 等 関 支援 行う

事業概要
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児童発 支援 ンタ 等 機能強化等 成 度予算

地域 障害児等支援 基盤整備 進 地域 障害児等支援 拠点 整備 必要 あ 児童発 支援 ン
タ 等 い 安 的 事業 営 図 事業 容 改善 行う 機能強化等 進 ほ 障害福祉サ ビ 事業所等

地域 民 相談等 対応及び啓発等 図

事業目的

○ 都 府 等 計 的 指 個々 児童発 支援 ンタ 等 特徴 応 多障害等対応や 期 専門的 対
応 い 機能強化 推進 ほ 地域 開 事業所 営 進 相談や助言等 実施 体制整備
介助や就労訓練体験 通 地域交流会 開催等 実施

○ 基本事業 加え 地域 障害児等支援 取組 充実 図 事業や障害 疑わ 児童 サ ビ 繋 事業 実施
多様 地域支援 推進

事業 容

多障害等対応地域支援
様々 障害 種 や障害 特性 対応 専門的 適 支

援等 実施 う体制整備 図 支援困難事例 対応
う 人 養成等 研修 ニュア 作成 関 機関

ネ ワ 構築等 取 組

期専門対応地域支援
障害 期発見 支援 取 組 事職員 専門性向

研修実施や 事職員 指 行う専門職員 配置
支援技術等 向 図 指 体制 確保

民相談等対応地域支援
地域 開 事業所 営 進 相談や助言等
実施 体制整備 介助や就労訓練 体験 通

地域交流会 開催 障害者 作成 商品 展示会等 開
催 通 地域 民 啓発等 目的 事業 実施

地域 障害児等支援 取組 充実 図 事業
例 夏休 等 活動 場 く 文化芸術活動 文化芸術活動

エ ョン活動 実施等
学校入学前 障害児 対 団適応 指 訓練
実施
障害児 親 対 療育指 等 実施
乳幼児期 期療育や各 イフ 必要 支援

連携 提供 等

障害 疑わ 児童 サ ビ 繋 事業
例 産後 親 対 相談等支援 実施

親子体験通園等 実施
障害児通所支援 専門性 活 子保健事業や保育所
等 業者 対象 障害児支援 関 研修 実施 等

選択事業 基本事業 あわせ 実施基本事業

実施主体
都 府 指 都市 中核市
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注 表中 障害者 障害児 あ 利用 サ ビ 付 い
利用者数及び施設 事業所数 成25 12 現在 国保連 タ

サ ビ 名

者 児

居宅介護 ム

度訪問介護

自宅 入浴 排せ 食事 介護等 行う

度 肢体 自由者 常 介護 必要 人 自宅 入
浴 排せ 食事 介護 外出時 移動支援 総合的

行う

児者

者

行動援護
自己 断能力 制限 い 人 行動 危険 回
避 必要 支援 外出支援 行う

度障害者等包括支援

短期入所 ョ イ

療養介護

施設入所支援

生活介護

共 生活介護 ア ム

自立訓練 機能訓練

介護 必要性 高い人 居宅介護等複数 サ ビ
包括的 行う

自宅 介護 人 病気 場合 短期間 夜間 含
施設 入浴 排せ 食事 介護等 行う

医療 常時介護 必要 人 医療機関 機能訓練 療養
管理 護 介護及び日常生活 世 行う

施設 入所 人 夜間や休日 入浴 排せ 食事 介護
等 行う

常 介護 必要 人 昼間 入浴 排せ 食事 介護
等 行う 創作的活動又 生産活動 機会 提供

夜間や休日 共 生活 行う 居 入浴 排せ 食事 介
護等 行う

自立 日常生活又 社会生活 う 一 期間 身体
機能 維持 向 必要 訓練 行う

児者

児者

児者

者

者

者

者

者

就労移行支援

就労 支援 A型 用型

一般企業等へ 就労 希望 人 一 期間 就労 必要
知識及び能力 向 必要 訓練 行う

一般企業等 就労 困難 人 用 就労 機会 提供
能力等 向 必要 訓練 行う

者

者

共 生活援助 ム
夜間や休日 共 生活 行う 居 相談や日常生活 援
助 行う

者

行援護
度 視覚障害 あ 人 外出 時 必要 情報提供や介護
行う

児者

自立訓練 生活訓練
自立 日常生活又 社会生活 う 一 期間 生活
能力 維持 向 必要 支援 訓練 行う

就労 支援 B型 一般企業等 就労 困難 人 就労 機会 提供
能力等 向 必要 訓練 行う

者

者

障害福祉サービス等の体系

居

系

訪
問
系

日
中
活
動
系

施
設
系

訓
練
系

就
労
系

介
護
給
付

訓
練
等
給
付

利用者数 施設 事業所数
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注 表中 障害者 障害児 あ 利用 サ ビ 付 い
利用者数及び施設 事業所数 成25 12 現在 国保連 タ

サ ビ 名

者 児

児童発 支援

医療型児童発 支援

日常生活 基本的 動作 指 知識技能 付
団生活へ 適応訓練 支援 行う

日常生活 基本的 動作 指 知識技能 付
団生活へ 適応訓練 支援及び治療 行う

児

保育所等訪問支援
保育所等 訪問 障害児 対 障害児 外 児童

団生活へ 適応 専門的 支援 行う

計 相談支援

医療型障害児入所施設

障害児相談支援

施設 入所 い 障害児 対 保護 日常生活 指
及び知識技能 付 行う

施設 入所又 指 医療機関 入院 い 障害児 対
保護 日常生活 指 及び知識技能 付 並び 治療

行う

サ ビ 利用支援
サ ビ 申請 支給決 前 サ ビ 等利用計 案 作成
支給決 後 事業者等 連絡調整等 行い サ ビ 等利用計 作成

利用支援
サ ビ 等 利用状況等 検証 モニタ ン
事業所等 連絡調整 必要 応 新 支給決 等 申請 勧奨

障害児利用援助
障害児通所支援 申請 給付決 前 利用計 案 作成
給付決 後 事業者等 連絡調整等 行う 利用計 作成

障害児支援利用援助

児

児者

地域移行支援
居 確保等 地域 生活 移行 活動 関

相談 各障害福祉サ ビ 事業所へ 行支援等 行う
者

課後等 イサ ビ 授業 終了後又 休校日 児童発 支援 ンタ 等 施設 通わせ 生活
能力向 必要 訓練 社会 交流 進 支援 行う児

障害福祉サービス等の体系

障
害
児
通
所
系

障
害
児
入
所
系

相
談
支
援
系

そ

他

給
付

利用者数 施設 事業所数
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児

児

地域定着支援
常時 連絡体制 確保 障害 特性 起因 生 た緊急事
態等 け 相談 障害福祉サ ビ 事業所等 連絡帳
緊急時 各種支援 行う

者

福祉型障害児入所施設 児

児



児童発 支援

■基本報酬

■ 児童発達支援センタ 利用定員 応 た単位を設定
難聴児 重症心身障害児以外 ～ 単位
難聴児 ～ , 単位
重症心身障害児 ～ , 単位

■ 児童発達支援センタ 以外 利用定員 応 た単位を設定
重症心身障害児以外 ～ 単位
重症心身障害児 ～ , 単位

■主な加算

児童発達支援管理責任者専任加算 ～ 単位
→ 児童発達支援管理責任者を専任 配置 い
場合 加算

延長支援加算 ～ 単位
→ 営業時間 時間以 あ 営業時間

前後 時間 い 支援を行った場合
加算

福祉専門職員配置等加算 又 単位
→ 常勤 児童指 員等 うち 社会福
祉士又 介護福祉士 資格保 者 %
以 児童指 員又 保育士等 うち
常勤職員 %以 又 勤続 以
常勤職員 %以

○対象者

■ 療育 観点 集団療育及び個別療育を行う必要 あ 認 未就学 障害児

○主な人員配置○サービス内容

■ 日常生活 け 基本的 動作 指 知識 能 付 集団
生活へ 適応訓練 そ 他必要 支援を行う

■ 児童発達支援センタ
児童指 員及び保育士 以
児童指 員 人以
保育士 人以
児童発達支援管理責任者 人以

■ 児童発達支援センタ 以外
指 員又 保育士 以
児童発達支援管理責任者 人以

○報酬単価

○事業所数 , 国保連 成 実績 ○利用者数 , 国保連 成 実績 21



医療型児童発 支援

■基本報酬

■ 医療型児童発達支援センタ
肢体 自由児 単位
重症心身障害児 単位

■ 指定医療機関
肢体 自由児 単位
重症心身障害児 単位

■主な加算

児童発達支援管理責任者専任加算 単位
→ 医療型児童発達支援センタ い 児童発達
支援管理責任者を専任 配置 い 場合 加算

延長支援加算 ～ 単位
→ 営業時間 時間以 あ 営業時間

前後 時間 い 支援を行った場合
加算

福祉専門職員配置等加算 又 単位
→ 常勤 児童指 員等 うち 社会福
祉士又 介護福祉士 資格保 者 %
以 児童指 員又 保育士等 うち
常勤職員 %以 又 勤続 以
常勤職員 %以

○対象者

■ 肢体 自由 あ 理学療法等 機能訓練又 医学的管理 支援 必要 認 た障害児

○主な人員配置○サービス内容

■ 日常生活 け 基本的 動作 指 知識 能 付 集団
生活へ 適応訓練 そ 他必要 支援及び治療を行う

■ 児童指 員 人以
■ 保育士 人以
■ 児童発達支援管理責任者 人以

○報酬単価

○事業所数 国保連 成 実績 ○利用者数 , 国保連 成 実績 22



放課後等 サ ビ

■基本報酬

■ 授業終了後 利用定員 応 た単位を設定
重症心身障害児以外 ～ 単位
重症心身障害児 ～ , 単位

■ 休業日 利用定員 応 た単位を設定
重症心身障害児以外 ～ 単位
重症心身障害児 ～ , 単位

■主な加算

児童発達支援管理責任者専任加算 ～ 単位
→ 児童発達支援管理責任者を専任 配置 い
場合 加算

延長支援加算 ～ 単位
→ 営業時間 時間以 あ 営業時間

前後 時間 い 支援を行った場合
加算

福祉専門職員配置等加算 又 単位
→ 常勤 児童指 員等 うち 社会福
祉士又 介護福祉士 資格保 者 %
以 児童指 員又 保育士等 うち
常勤職員 %以 又 勤続 以
常勤職員 %以

○対象者

■ 学校教育法第 条 規定 い 学校 幼稚園及び大学を除く 就学 授業 終了後又 休業日 支援 必要 認 た障害児

○主な人員配置○サービス内容

■ 授業 終了後又 学校 休業日 児童発達支援センタ 等
施設 通わせ 生活能力向 た 必要 訓練 社会 交流
促進そ 他必要 支援を行う

■ 指 員又 保育士 以
■ 児童発達支援管理責任者 人以
■ 管理者

○報酬単価

○事業所数 ,  国保連 成 実績 ○利用者数 , 国保連 成 実績 23



保育所等訪問支援

■基本報酬

単位

■主な加算

児童発達支援管理責任者専任加算 単位
→ 児童発達支援管理責任者を専任 配置 い 場合 加算

利用者負担 限額管理加算 単位
→ 事業所 利用者負担額合計額 管理を行った場合 加算

○対象者

■ 保育所 幼稚園 学校 特別支援学校 認定こ 園そ 他児童 集団生活を営 施設 通う障害児 あっ 当該施設を訪問 専門的
支援 必要 認 た障害児

○人員配置○サービス内容

■ 保育所等を訪問 障害児 対 障害児以外 児童 集団
生活へ 適応 た 専門的 支援そ 他必要 支援を行う

■ 訪問支援員
■ 児童発達支援管理責任者 人以
■ 管理者

○報酬単価

○事業所数 国保連 成 実績 ○利用者数 , 国保連 成 実績
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福祉型障害児入所施設

■基本報酬

■ 主 知的障害児を入所させ 施設 利用定員 応 た単位を設定 ～ 単位

■ 主 自閉症児を入所させ 施設 利用定員 応 た単位を設定 ～ 単位

■ 主 盲児を入所させ 施設 利用定員 応 た単位を設定 ～ , 単位

■ 主 うあ児を入所させ 施設 利用定員 応 た単位を設定 ～ , 単位

■ 主 肢体 自由児を入所させ 施設 利用定員 応 た単位を設定 ～ 単位

■主な加算

児童発達支援管理責任者専任加算 ～ 単位
→ 児童発達支援管理責任者を専任 配置 い
場合 加算

規模 ル プ ア加算 単位
→ 障害児 対 規模 ル プ

アを行った場合 加算

福祉専門職員配置等加算 又 単位
→ 常勤 児童指 員等 うち 社会福
祉士又 介護福祉士 資格保 者 %
以 児童指 員又 保育士等 うち
常勤職員 %以 又 勤続 以
常勤職員 %以

○主な人員配置○サービス内容

■ 障害児入所施設 入所 障害児 対 保護 日常生活
指 及び知識 能 付 を行う

■ 児童指 員及び保育士
主 知的障害児又 自閉症児を入所させ 施設 . 以
主 盲児又 うあ児を入所させ 施設

乳児又 幼児 以
少 以

主 肢体 自由児を入所させ 施設 . 以
児童指 員 人以
保育士 人以

■ 児童発達支援管理責任者 人以

○報酬単価

○事業所数 国保連 成 実績 ○利用者数 , 国保連 成 実績 25



医療型障害児入所施設

■基本報酬

■ 主 自閉症児を入所させ 施設 単位

■ 主 肢体 自由児を入所させ 施設 単位

■ 主 重症心身児を入所させ 施設 単位

■主な加算

児童発達支援管理責任者専任加算 単位
→ 医療型障害児入所施設 い 児童発達支援管
理責任者を専任 配置 い 場合 加算

規模 ル プ ア加算 単位
→ 障害児 対 規模 ル プ

アを行った場合 加算

福祉専門職員配置等加算 又 単位
→ 常勤 児童指 員等 うち 社会福
祉士又 介護福祉士 資格保 者 %
以 児童指 員又 保育士等 うち
常勤職員 %以 又 勤続 以
常勤職員 %以

○主な人員配置○サービス内容

■ 障害児入所施設又 指定医療機関 入所等を 障害児 たい
保護 日常生活指 及び知識 能 付 並び 治療を行う

■ 児童指 員及び保育士
主 自閉症児を入所させ 施設 . 以
主 肢体 自由児を入所させ 施設

乳児又 幼児 以
少 以

児童指 員 人以
保育士 人以

■ 児童発達支援管理責任者 人以

○報酬単価

○事業所数 国保連 成 実績 ○利用者数 , 国保連 成 実績 26



発 障害児者へ 支援
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成 度 発 障害者支援体制整備事業 地域生活支援事業 ニュ 既
補助金 ニュ い 発 障害者支援 ンタ 運営事業 組 合わせ こ 地域
実情 応 た総合的 地域支援体制 構築
地域支援体制 枠組 中 発 障害者支援 ンタ 成 月 施行さ た児童発
支援 ンタ や障害者支援施設等 層的 支援体制 確保

～発 障害者支援 ンタ 中核 ～

地域支援体制 充実 成 度～地域支援体制 充実 成 度～

市 村市 村

都 府 等

地域生活支援事業地域生活支援事業

市 村市 村

都 府 等

ア 支援

エ地域 支援機関 実態 踏まえ 発 障害者支援 ン 関 ュア
作成 段階的 ン 業務 標準 図

エ地域 支援機関 実態 踏まえ 発 障害者支援 ン 関 ュア
作成 段階的 ン 業務 標準 図

困難事例等直接支援 中心

児童発 支援 ン 等

個別補助個別補助

ア ン ン 養成等ア ン ン 養成等

関係機関等 ネ ワ関係機関等 ネ ワ ア ン ン 養成等ア ン ン 養成等

従来 体制 後 体制

関係機関等 ネ ワ関係機関等 ネ ワ

地域生活支援事業地域生活支援事業

28



発 障害 関 国内外 文献 研究成果等 集積 発 障害 関 幅広い情報提供等 行う

も 全国 発 障害者支援 ンタ 中核 点 役割 担い 支援手法 普及や国民 理
解 進 図

発 障害情報 支援 ンタ
国立障害者 ビ ョン ンタ 内 ○情報収集 析 医学 研究 支援等

○情報発信 普及啓発
ンタ ッ ン ウ 等

○発 障害者支援 関 調査 研究

○そ 他 支援 ニュ 作成 配 等

発 障害 関 理解 進 支援手法 普及

本人 家族 一般国民
発 障害者支援 ンタ
支援関 者 医療 保健 福祉 教育 就労 等

対象
知見 集積

発 障害情報 支援 ンタ

都

府

等

発 障害者支援 ンタ 医療 点機関 こ も 心診療 点病院等

各 町村
ﾈ ﾄﾜ ｸ 支援

一般国民

支援関 者

連携
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